
金
川
地
金
ノ

債

格

騰

貴

就

プ

(
大
賊
省
令
第
二
十
八
銃
二
経
済
上
ヨ

F
吉
へ
バ
我
園
貨
幣
ノ
本
位
制
度
ヲ
愛

克

v
、
法
律
上
ヨ
リ
吉
へ
バ
省
令
7
以
-7
法
律
7
改
縫
セ

V

モ
ノ
ナ
Y

ペ
ジ
。
)

河

上

肇

山
的
博
士
ρ

前
月
夜
行
ノ
「
闘
家
問
中
合
雑
誌
」
(
第
三
十
一
谷
一
五
一
二
瓦
以
下
)
一
一
於
ァ
、
余
ガ
弦
-
一
掲
グ

y

m

ト
同
一
ノ
椋
題
ノ
下
三
貨
幣
ノ
慣
位
ト
貨
幣
7
掠
成
見

Y

助
川
氏
ノ
償
悩
ト
ノ
関
係
-
一
一
同
キ
、
有
盆
ナ
Y

一
文
ヲ

る
ニ
サ
レ
タ
リ
。
〈
寸
余
ガ
同
ジ
問
題
一
一
税
一
7
此
拙
稿
7
起
ユ
所
以
て
除
士
ノ
説
一
一
封
シ
政
一
7
呉
説
ァ
府
へ
ソ
ト

-一
ρ

非
ズ
、
戸
ハ
合
ρ

自
己
ノ
立
判
明
ヨ
?
阿
ジ
現
象
ι

封
旦
戸
管
見
ア
述
べ
試
ミ
、
若

γ
英
中
-
一
白
-
フ
楠
土
/
印
刷
見

ト
具
y
所
7

Y

ナ
ヨ
バ
、
則
チ
之
-
一
就
7

滋
ァ
乞
J

Y

ト
欲
Z

Y

グ
ク
ノ
毛
ノ
デ
ア
戸
。

問
題
亡
泣
頃
我
悶
-
一
於
ア
金
地
金
ノ
憤
熔
際
貢

γ
、
平
生
ρ

一
匁
ノ
債
総
約
五
闘
ナ
可
ノ
ジ
モ
ノ
ガ
、
九
月
十

九
日
ノ
如
キ
ρ

五
凶
七
恰
銭
ニ
マ
デ
鴎
貸
シ
タ

y
f
z日々
ρ

此
現
象
ア
如
何
-
一
見
Y

ベ
キ
カ

t
一
広
寸
ノ
コ
ト
テ
ア

庁
。
山
崎
博
士
ノ
既
ュ
記
述
サ

v
居
ケ
如
ク
、
金
創
暴
騰
ノ
直
接
原
因
ト
稀
セ
一
フ
山
F
Y
ハ
大
賊
省
令
第
二
十
八
枕

J
7

ア
戸
。

yρ
九
月
寸
二
日

J

ご
公
布
す

y
y
ト
同
時
ニ
脆
行
サ

ν
ジ
モ
ノ
一
プ
、
共
依
文
円
衣
ノ
如
ク
ダ
ア
戸
。

金
貨
山
市
U
〈
ハ
金
地
宝
チ
輸
出
セ
ン

l
ヌ
ル
者
ハ
大
脳
大
比
/
討
吋
チ
民
グ
ミ

V
但
升
凶
ニ
政
行
ス
作
者
生
貨
附
百
凶
求
柑
チ
掲
帝
ス
ル
場
合
一
一
円

此
ノ
限
二
ア
ヲ
メ

時
事
問
題
、

企
J也

ノ
債
格
騰
貴
ニ
蹴
テ

第
五
容

(
館
五
械
一
二
一
)

七
三
五



門
事
問
題

金
品
川
金
ノ
依
料
庇
m
H
一一郎
7

釘
一
主
私

(
郊
五
郎

) 

七
ニ
六

前
項
ノ
規
定
一
一
溢
反
ス
ル
者
こ
二
月
以
下
ノ
刷
出
社
米
ρ

百

M
以
下
ノ
印
公
一
一
路
λ

地
金
ト
げ
γ

デ
収
r
H
V

叉
ρ

使
用
ス
ル
目
的
チ
以
テ
金
貸
州
市
チ
班
長
、
船
山
氏
川
町
山
町
附
γ
タ
ル
者
/
卯
亦
前
引
ニ
同
ジ

吉
7

1

7
毛
ナ
ク
、
金
地
金
脱
党
ノ
原
因
ト
ナ
リ
ジ
モ
ノ
ρ

、
此
省
令
ノ
第
三
項
デ
ア
戸
。
而
シ
ア
同
地
つ

此
省
令
ノ
第
三
項
ニ
囚
Y
金
地
金
ノ
脱
党
7
何
ト
凡
y

ヵ、

ト
一
五
フ
コ
ト

J

ア
ア

Y
D

よ制

品
二
先
，
ノ
、
斯
刀

w
法
令
ノ
下
ニ
於
-Y
、
金
地
金
一
匁
/
間
協
ガ
、
時
ド
ジ
一
ア
五
同
以
上
ニ
総
武
見

Y

ヨ
ト
ア

y

て
常
然
ノ
コ
ト
-
一
一
プ
宅
三
位
ム
-
一
足
ラ
ズ
ト
岡
山
7
0

金
水
位
凶
ユ
於
ァ
、
金
貨
幣
ト
之
ト
同
長
ノ
金
地
金
ト

ガ
焔
ニ
位
低
ヲ
同
ジ
ヲ
ユ
戸
所
以
円
、
一
方
-
一
於
一
プ
ハ
自
由
治
情
ヲ
認
メ
、
他
方
-
一
於
戸
7

ハ
自
由
鋭
潰
ヲ
許
シ
、

金
貨
幣
ハ
何
時
-
一
L
7
宅
金
地
金
ト
ナ

7
.
叉
金
地
金
ハ
何
時
ニ
ア
早
一
金
貨
幣
ト
ナ
リ
得
U
Y

コ
ト
ニ

V
-
7
ア
U
F
J
F

翁

デ
ア
戸
。
貨
幣
l
地
金
ト
ガ
償
値
ヲ
同
ジ
ウ
ス

y
-
一就一
7

1

貨
幣
ノ
償
位
ガ
地
金
ノ
償
低
-
一
迫
随
1

y
ノ
グ
ア

戸
方
、
地
金
/
慣
値
ガ
貨
幣
ノ
償
臨
ニ
氾
随
ス

Y

ノ
デ
ア

Y

カ
、
成
ハ
一
一
者
ノ
問
ニ
相
互
的
凶
山
市
附
係
ガ
7

Y

ノ

テ
ア
戸
ヵ
、
問
中
者
-
一
ヨ
リ
ア
其
所
見
ヲ
呉
ニ
ス
立
川
ア
戸
ベ
ジ
ト
地
毛
、
何
Y

ニス
'
Y

モ
一
方
戸
一
自
由
治
幣
7
認

メ
他
方
-
一
自
由
鋳
潰
ヲ
許

γ
局
Y

限

y
、
貨
幣
ト
地
金
ト

ρ

殆
ド
完
全
ナ
戸
交
秘
性
工
科
7
F
Y
故
、
主
(
伎
億
三
差

異
7
生
ズ
ベ
キ
答
ハ
無
ィ
。

我
図
ニ
コ
明
治
十
一
年
一
月
十
九
日
ノ
大
政
官
布
告
第
二
枕
土
五
プ
毛
ノ
ア
リ

474週
間
貨
幣
7
銘
併
γ
叉

戸
北
(
般
面
ヲ
段
傷
ス
江
…
守
主
〈
他
総

7
流
活
ノ
用
ァ
紋
キ
候
所
利
一
切
不
相
成
候
俄
此
旨
布
告
候
事
」
ト
規
定

γ
尉

V

ド

て

右

ρ

無
制
裁
/
法
規
ナ
Y
故
、
笠
係
二
沢
一
プ
ハ
有

v
ド
モ
殆
ド
無
キ
ガ
如
キ
そ
ノ
一
プ
ア
ツ
タ
。
大
規
制
出



ニ
貴
金
印
刷
細
工
7
経
笹
ジ
ツ
ツ
ア

F
4
4
円
、
共
原
料
ト
ジ
テ
不
純
ノ
地
金
7
間
以
ヒ
入
v
、
自
家
ノ
手
ュ
於
7
之
7

製
鋭
九
戸
ニ
不
便
ヲ
戚
ゼ
ザ
レ
ド
て
然
一
プ
ザ
Y

モ
ノ
ハ
、
賞
金
ぬ
細
工
ノ
原
料
ト
ジ
ヌ
多
ク
山
金
貨
7
鋳
抽
出
ジ

-
一
図
家
ノ
保
誼

z
y
所
ナ
戸
ガ
故
-
一
、
大
腔
日
一
於
F
金
地
金
ト
金
貨
幣
ト
ガ
常
-
一
同
ジ
債
絡
7
有
λ

戸
以
上
、
必

要
-
一
感
ジ
ア
貨
幣
ヲ
鉱
山
田
λ
ρ

目
、
賞
金
風
刺
工
業
者
-
一
ト
リ
-
プ
極
メ
一
ア
便
宜
ナ
Y

コ
ト
J7
ア
y
f
、
枇
舎
ニ
ト

P

一
プ
モ
亦
一
奥
田
一
差
支
ナ
キ
コ
ト
デ
ア
七
サ
レ
バ
会
ρ

年
末
、
自
ノ
大
政
官
官
刊
止
ロ
ヲ
以
一
7
無
用
ノ
法
規
ナ

y
ト
考
へ
、

y
ガ
今
日
マ
一
プ
廃
止
す
V

ザ
戸
山
、
偶
々
、
立
法
者
ノ
見
路
ジ
ニ
泊
ギ
ず
山
戸
ベ
シ
ト
推
察
シ
ア
居
タ
。
文
部
省
-
一
一
一
7

1
此
大
政
官
官
叩
告
7
符
重

Y
7
.
中
附
尚
子
校
ナ
ド
ノ
悶
化
山
中
賀
験
-
一
氏
幣
ヲ
終
解
A

Y
ヲ
禁
ズ

y
旨
ノ
訓
令
ヲ
出

γ
7
底
y
ト
カ
閃
キ
及

y
r
コ
ト
モ
7
F
J刀
、
余
つ
皆
川
川
ノ
行
政
官
が
何
故
仮
出
ノ
法
令
ヲ
廃
止
ス
戸
立
ト
ヲ

提
案
セ
ズ
ジ
一
プ
、
却
一
7
無
用
ノ
束
縛
ヲ
甘
受
ジ
ツ
ヅ
ア
Y

カ
ア
疑
7

7
居
タ
モ
ノ
デ
7

y
。
其
ρ
兎
モ
角
、
件
ノ

大
政
官
布
告
ρ
無
制
裁
ノ
拙
一
本
H

-

一
-7
何
ノ
資
力
モ
ナ
カ
リ
ジ
モ
ノ
故
，
我
図
-
て
7
ρ

最
近
二
主
Y

マ
デ
、
金
地
金

ノ
償
絡
ρ

之
ト
同
量
ノ
金
貨
幣
ト
肝
山
-
一
殆
ド
同
一
品
一
プ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
戸
。
然
Y

ニ
回
以
紅
二
党
施
サ
レ
タ
戸
大
山
州
省

令
第
二
十
八
放
ρ

従
来
無
制
裁
ナ

P
ジ
然
令
-
「
山
封
V
新
タ

J

一
三
月
以
下
ノ
懲
役
叉
ハ
百
回
以
干
ノ
罰
金
ア
フ
制
裁

ヲ
附
シ
タ
モ
ノ
デ
ア
Y
。
此
制
裁
ノ
匁
ニ
、
久
V

ク
無
力
ニ

V
-
7
全
グ
人
-
一
忘
V

ラ
レ
居
タ
リ
V
大
政
官
布
止
口
ガ
、

始
メ
ア
禁
令
ト
ジ
-f
ノ
質
カ
ア
有
ス

Y

2
ト
ト
偽

y
、
貨
幣
ト
地
金
ト
ノ
交
替
性
ガ
頗
戸
制
限
ア
受
ク
U
F

ヨ
ト
ト

符

y

F
。
地
金
ρ

依
然
ト
ジ
一
7
自
由
同
一
ナ
リ
畑
町
戸
ケ
ピ

j
t
貨
幣
ρ

最
早
自
由
ニ
地
金
ト
ナ
リ
得
ザ
F

コ
ト
ト

翁
ツ
タ
。
地
金
ト
貨
幣
ト
ノ
間
品
償
値
ノ
差

J

矧
ヲ
生
ズ
戸
二
主
v
y
ρ

営
然
ノ
コ
ト
デ
ア
戸
。
質
際
-
一
於
-7ρ

金

(
筑
五
蹴
一
二
百
一
}

崎
県
問
題

金
地
金
ノ
倒
林
勝
貴
ニ
蹴
-7

館
五
出
世

七
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時
事
問
師

金
地
金
ノ
伺
格
騰
貫
一
一
蹴
テ

第
五
巻

(
姉
王
国
仙
一
二
回

七

^ 

地
金
メ
甚
ジ
キ
腕
賞
ρ

ロ
ハ
一
時
で
止
?
?
タ
Y

ガ
如
ク
ナ
Y

モ
、
今
後
同
掠
/
現
象
円
何
時
筏
ビ
時
間
生
宅
1

ト
モ

限
ラ
ヌ
。
少
ク
ト
モ
金
一
地
金
ト
金
貨
物
ト
ガ
微
少
ノ
程
度
-
一
於
一
プ
幾
何
カ
位
低
ノ
差
倒
7
存
ス
戸
コ
ト
川
、
先
当

ノ
省
令
ノ
存
ス
b
F

限

y
、
恐
ラ
ク
今
後
五
永
被
ス

Y

現
象
デ
ア
ラ
ク
。

• 

y
ノ
一
時
的
ナ
y
ト
氷
続
的
ナ
Y

ト
ヲ
問
ρ

ズ
ブ
叉

y
V
街
道
ナ
戸
ト
微
弱
ナ
戸
ト
ヲ
問
ρ

・λ
、
兎
そ
角
現
在

ノ
日
本
デ
つ
全
地
金
ト
金
貨
幣
ト
ガ
償
侃
ノ
定
額
ア
芯
ジ
知
町
ur

紙
態
}
匁
ツ
タ
。
然
-
フ
バ
此
欣
態
ρ

何
ア
意
味

一1
y
ヵ
。
禁
解
剖
仲
万
余
/
第
一
一
ノ
問
題
ヂ
ア
七

一
先
グ
筒
山
手
一
其
一
結
論
ア
述
。
フ
v

j

、
現
在
ノ
日
本
ノ
貨
幣
制
度
円
、
丹
十
ヤ
金

-2制
度
J
7
ρ

ナ
ク
ナ
ツ
一
7

、

金
貨
幣
本
位
制
度
ト
モ
名
ク
ペ
キ
一
種
ノ
聞
記
怒
ヲ
ロ
王
ジ
司
7
京
タ
ノ
デ
ア

F
J

貨
幣
法
第
二
修
ニ
つ
純
金
ノ
量
目
三
分
ヲ
以
-
一
Y
債
総
ノ
間
単
位
卜
ナ

ν
之
ヲ
岡
ト
栴
λ

ト
ア
Y
J
刀
、
之
ガ
日
本

ノ
貨
幣
制
度
ノ
根
本
デ
ア
Y

。
卸
チ
日
木
ニ
一

7
t
回
ト
イ
プ
ノ
ガ
貨
幣
ノ
呼
柄
上
ノ
曜
位
デ
ア
Y
J
P
、
共
県
位

ノ
意
味
叉
ρ

憤
値
ヲ
定
ム

Y

物
賊
卸
チ
貨
幣
ノ
本
位
つ
金
ノ
地
金
J
7
ア
戸
。
今
例
ア
貨
幣
以
外
ノ
モ
ノ
ニ
取
ツ

一
一
プ
共
関
係
ヲ
説
明
月
レ
パ
、
例
~
パ
英
米
ニ
ア
一
元
ト
イ
ア
斗
量
ノ
単
位
士
一
定
ノ
侃
度
及
ピ
一
%
麿
ノ
下
ニ
於

ケ
Y
純
粋
ノ
水
八
・
三
三
封
皮
ダ
ケ
ノ
モ
/
/
大
キ
サ
ヲ
謂
プ
ノ
デ
ア

y
。
之
ト
同
ジ
ヤ
ヲ
ニ
一
周
ヲ
以
-
プ
貨
幣
ノ

一
期
位
ト
掛
川
ス
ナ
ラ
バ
、
共
f

一
回
ト
イ
ア
躍
位
ハ
何
ヲ
意
味
A

Y

ヤ
7
定
メ
ナ
ケ
v

j

勿
一
フ
ヌ
ガ
、
我
国
J
7
A
卸

一
ヂ
純
金
二
分
ノ
慣
値
ヲ
以
一
ア
之
が
基
本
ト
潟
メ
ノ
デ
ア

y
o
比
ノ
如
ク
一
回
ト
云
y
貨
幣
ノ
呼
御
上
ノ
車
位
ノ
意

味
ヲ
定
ム

Y
基
本
ノ
物
館
ト
錦
Y

毛
/
ず
即
チ
貨
幣
ノ
木
位
J
7
7
y
.ヵ
、
我
園
ニ
ア

ρ
其
ガ
金
ナ
戸
故
ニ
、
出
帆
図



ノ
貨
幣
制
度
ハ
即
チ
金
本
位
制
度
ナ
リ
ト
問

y
ノ
デ
ア

y
。
金
本
位
制
度
ト
ρ

金
地
金
本
位
制
度
/
調
-
一

v-プ、

金
貨
幣
木
位
制
度
ノ
詞
デ
ハ
鈍
…
イ
。
印
チ
金
本
位
制
度
一
一
在
リ
一
プ
ハ
、
貨
幣
ノ
本
位
七
貨
幣
以
外
-
一
存
月
F

地

金
ニ
ジ

-y
、
貨
幣
ジ
ノ
毛
ノ
デ
ρ

無
ィ
。

然
戸
ニ
此
ノ
如
ク
貨
幣
ノ
本
位
ヲ
貨
幣
以
外

J

一
世
ク
防
士
共
水
位
/
維
持
ノ
鈎
メ
、

認
j

、
他
方
ニ

ρ

自
由
時
帰
潰
7
許
ユ
コ
ト
ガ
必
袈
J
7

ア
y
。
斯
グ
九
戸
時
つ
腕
一
述
ペ
タ
Y

如
ク
、
本
位
貨
幣

タ
Y
金
貨
幣
ρ
ι
M
J
一
之
ト
同
宣
ノ
全
地
金
ト
償
値
7
同
ジ
ワ
ユ
ベ
夕
、
之
-
一
依
リ
ア
焔

J
7
貨
幣
一
図
ノ
僚
位
ρ

一
方
-
二
自
由
法
相
山
ヲ

純
金
二
分
ノ
倍
値
-
一
等
シ
ト
一
五
フ
ヤ
?
ナ
コ
ト
ュ
品
川
七
言
ヒ
換
7
v
て
貨
幣
-
法
-
一
於
7

「
純
金
ノ
量
目
一
一
分

ヲ
以
一
プ
債
格
ノ
間
単
位
ト
斜
ジ
之
7
回
卜
稲
ユ
」
ト
規
定
セ

Y

コ
ト
ガ
、
安
係
-
一
於
-Y
始
メ
ア
寅
現

f
v州
市

Y

『一ト

一鏑
Y

ノ
デ
ア
y
。

若
ジ
之
ト
呉

y
、
成
ρ

白
由
浩
問
問
ア
認
メ
ズ
、
或
円
自
由
開
陥
没
ヲ
許

f
r
y
コ
ト
ト
セ

Y

力
、
既

d

一
漣
ペ
タ

y

一
如
ク
金
貨
幣
ト
金
地
金
ト
ノ
問
ニ
慣
値
/
差
額
ア
生
ジ
得
戸
コ
1
ト
泊

y
o

然

y
-
二
日
一
コ
ノ
一
一
者
ノ
問
」
一
回
国
値

ノ
差
額
ヲ
生
ゼ
y
カ
、
共
時
-
一
於
一
7
、
金
地
金
ρ

貨
幣
ノ
木
佐
々
/
Y
地
位
ヲ
失
ヒ
、
金
貨
幣
y
ノ
モ
ノ
が
貨
幣
ノ

木
位
タ

Y

ニ
豆
戸
モ
ノ
」
プ
7
y
o
例
ヘ
バ
五
回
金
貨
ρ

縄
金
一
匁
ト
交
換
す

Y

ペ
キ
答
/
所
ァ
、
二
者
ノ
償
値
ノ

間
二
磁
隔
7
生
ジ
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